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　第 65 回例会の趣旨と意義について　

　　　　　　　　　　      　　　田島　克実
　　　　　　　　　　　　（株式会社トッカータ）

　第 65 回 IAML 日本支部例会は「新しい日本
目録規則 (NCR2018) から見えてくる未来」と
題し、2018 年 11 月 17 日 ( 土 ) に株式会社ト
ーハン「図書館ブックフェア 2018」の特別セ
ミナーとして本社大会議室にて開催致しまし
た。
　予定されていた 2018 年 12 月の NCR2018 の
刊行に先駆け、IAML 日本支部では協会の基本
姿勢に則り、現在に至る目録の背景を再確認し
たうえで、国内の音楽資料目録の標準化を推進
するためにも、既に公開されている NCR2018
の情報をもとに、また国際標準 RDA との互換
性を意識した目録形式により実際にサンプルを

作成することも含めての解説を試みました。目
録業務に携わる方以外にも興味を持ってご参加
頂けることを意識して、今後も作成・蓄積を続
けていく音楽資料目録データベース (MARC・
典拠 ) の方向性を探る事を趣旨としました。
　トーハン図書館事業部松木部長様から図書
館・学校等のＳＤＧｓ ( 持続可能な開発目標・
事業計画 ) 対応へのサポート体制についての
説明を頂きました。トーハン MARC は JAPAN 
MARC のデータソースとしての提供 MARC で
もあることから今回のテーマにも共通した課題
があります。持続可能な社会を実現するための
重要な指針の策定は、国内における国際標準の
目録業務の継続・蓄積のためにも重要であり、
共通の理念と考えます。
　また今回は、アンケートを実施することによ
り IAML 日本支部への関心度をさぐり、次回
( 続編 ) の例会に役立てたいと考えています。
　図書館業界は現在、派遣による業務代行、指
定管理者制度の導入、図書館を含む社会教育施
設の所管・移管等により、人材の育成も困難と
なっています。このような状況のなか、本セミ
ナーは、我が国の所蔵する音楽資料の検索用デ
ータを再考する機会となりました。IAML 日本
支部の全会員 ( 個人・団体 ) は、音楽資料に関
する新しい情報の共有と国際標準の目録作成環
境の実現を目指していく団体と考えています。
今後の例会にも是非興味と関心を持ってご参加
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頂きたく思います。
　会場・設備の提供、準備にご尽力頂きました
株式会社トーハン図書館事業部の社員の皆様に
は大変お世話になりました。進行の不手際から
質問・意見交換の時間があまり取れませんでし
たが、ご参加頂きました図書館、資料館、シス
テム、研究者、教育者の皆様方にお礼申し上げ
ます。　　　　　　  　　　　　　　　　 　　
　　　　　　　　　　　　　　（たじま　かつみ）

近年の目録理論の変遷と背景
　　 

　　　　　　　　　　　　　　伊藤　真理
　　　　　　　　　  　　　　　　（愛知淑徳大学）

　本発表では、2018 年に刊行が予定されていた
『日本目録規則 2018 年版』（以下、NCR2018）

をより適切に理解するために、その背景となる
情報組織化の流れを概説した。目録では専門用
語や略語の使用が多く、そのことが理解を困難
にする要因の一つであるが、一度理解できれば
便利であることも事実である。当日の配付資料
には略語の説明もあり、本セミナーを機会に用
語の整理もできると良いであろう。なお本稿で
は、紙幅の関係から、当日発表のポイントのみ
を記載し、例示等も省略している。

　本発表では、新しい目録がウェブ環境を意識
していることをふまえ、1990 年に誕生したウ
ェブが今日までどのように変化しているかを説
明した。新しいウェブ環境（セマンティック
Web）では、文脈を理解した検索のために、デ
ータ間の関連の明示、各データにユニークな ID
付与を行い、標準化されたプロトコルで検索が
可能となるような構文化などが重要である。
　セマンティック Web で最も成功している例
が、Linked Data（以下、LD) である。これによ
ってデータの発見可能性が向上する。LD では、
データの再利用のために、どのように構造化さ
れているか、定型的に定義されているか、とい
う原理に基づいて、あらゆる事物に URI を付す、
URI を HTTP 経由で参照可能とする、リソースの
記述モデルである RDF によって形式化する、ク
エリ言語 SPARQL の利用、などが基本原則とな
っている。
　このように情報の意味を理解することが、ウ
ェブにおいて重視されるようになった。LD の基
本原則として示した識別子の利用や、データの
記述表現の標準化に基づく形式化などは、書誌
情報の世界においてのキーワードでもある。
　それでは、書誌情報に目を向けてみよう。
NCR2018 が準拠している目録概念 FRBR（書誌
レコードの機能的要件 , 1997）は、実体ー関連
モデルを援用して、実体を 3 つのグループに
分け、さらに利用者タスク（発見、識別、選
択、入手）とマッピングして、各実体に対し利
用者タスクごとに必要とされる書誌データを整
理したものである。音楽資料の組織化について
は、それらの複雑な書誌関係を整理するため
に、FRBR に先立って Tillet、Vellucci、Thomas & 
Smiraglia らによって研究が行われていた。例え
ば、FRBR での抽象的な概念 work を含む第 1 グ
ループの実体は，一般に理解しづらいとされる。
しかし上述のようにこれまで頻繁に資料と著作
との関係を考えてきた音楽資料の場合には、む

共催いただいたトーハン図書館事業松木部長（右）と
越川マネージャー（左）
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しろ FRBR によってすっきりと整理され、根本
的な悩みの要因が公に明らかになったといえる。
　FRBR は、FRAD（ 典 拠 デ ー タ の 機 能 要 件 ）、
FRSAD（主題典拠データの機能要件）というフ
ァミリーを持つ。2017 年にこれら 3 つの機能要
件を一つに統合した IFLA-LRM が公開されてい
る。今や世界標準となっている目録コードであ
る RDA（Resource Description and Access）は、2018
年に IFLA-LRM に対応して改訂を行っている。
　NCR2018 は、2010 年 に 改 訂 が 表 明 さ れ、
2018 年 12 月に本版が刊行された。方針として、

「国際目録原則覚書」に準拠、RDA との相互運
用性、日本の出版状況に留意、NCR1987 年版と
それに基づく目録慣行への配慮、論理的かつ使
いやすい、ウェブ環境に適合した提供方法、が
あげられている。FRBR に準拠している NCR は
本版が刊行されたばかりではあるが、すでに
IFLA-LRM に対応した RDA との整合性を考える
と、次のステップへの検討が急がれる。
　NCR2018 の特徴は、FRBR に準拠することに
より、典拠コントロールが明確に位置づけられ
たこと、前 NCR を引き継ぎ、書誌階層構造の考
え方の維持、LD を意識した機械可読性の向上、
日本特有の出版事情への配慮、構文的な側面は
含めないこと、が示されている。ここで着目す
べきは、典拠コントロールの必要性と関連を記
録することが示されたことである。これにより、
これまで音楽資料などの特定分野に限られてい
た典拠データ作成が全般に求められることとな
った。音楽コミュニティにとっては、学際分野
のデータ作成などで多分野との協力も期待でき、
音楽のみが特異な状況であったことからようや
く脱却できるかもしれない。とはいえ、国立国
会図書館が NCR2018 を使用するのは 3 年後で
ある。新目録に基づく目録作成の体制、養成や
教育においても、今後の各図書館関連団体によ
る努力が期待される。
　　　　　　　　　　　　　　（いとう　まり）

日本目録規則 2018 年版で変わる
書誌・典拠データ

　　　　　　　　　　　　　　
鳥海　恵司

　　

　　　　　　　　　　　　　（株式会社トッカータ）

　2018 年 3 月 28 日から Web 上で公開されて
いる NCR2018 (「日本目録規則 2018 年版 ( 注 1)」 ) 
は、日本で初めて FRBR ( 書誌レコードの機能
要件 ) を基盤として作られた規則である。同
じく FRBR による英語圏の規則 RDA (Resource 
Description and Access) に遅れること 8 年、よ
うやく世界基準の目録規則が日本にも現れた。
し か し な が ら、 標 準 の MARC フ ォ ー マ ッ ト
(MARC21) の改革と共に開発され、AACR2 ( 英
米目録規則第 2 版 ) の後継である RDA が、目
録実務上でもソフトランディングに成功してい
るのに対して、NCR1987( 日本目録規則 1987
年版 ) から NCR2018 への移行はハードランデ
ィングと呼ぶべき程の大きな違いがある。
　 こ の 小 文 で は、 音 楽 資 料 の 目 録 デ ー タ が
NCR2018 でどのように変わるのかを、実例を
交え、これまでの NCR が数十年間扱わなかっ
た著作のアクセス・ポイントに焦点を当てて紹
介する。
　なお、誌面の制約により、事前配布のチラシ

「特別セミナー / 例会のご案内 ( 注 2 )」や、当
日の発表内容の一部分にとどまることをお断り
しておきたい。

1．NCR2018 の概要
　構成は FRBR を基盤とし、RDA 互換を謳う
だけあって、下記のように RDA にかなり近い。

NCR2018 の全体構造
第 1 部 総説
第 2 部 属性
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＜属性の記録＞
セクション 1 　属性総則
セクション 2 　著作、表現形、体現形、個別資料
セクション 3 　個人・家族・団体
セクション 4 　概念、物、出来事、場所
＜アクセス・ポイントの構築＞
セクション 5 　アクセス・ポイント
第 3 部 関連
セクション 6 　関連総則
セクション 7 　資料に関する関連
セクション 8 　その他の関連
付録

　ただし、構成上で異なる部分もある。典型的
なのは属性とアクセス・ポイントの扱い方で、
例えば、RDA では著作の属性はセクション 2 で
扱うが、同時にアクセス・ポイントの構築もこ
こで行っている。これに対して、NCR2018 で
は著作の属性はセクション 2 の第 4 章で扱い、
アクセス・ポイントの構築はセクション 5 の第
22 章で行う。NCR2018 ではアクセス・ポイン
トの構築を一括してセクション 5 で行う。理論
的にはこちらの方がスッキリしているように見
える。ただし、実際の典拠作業で規則番号順に
データ要素を加えていくと、それらしく構築さ
れたタイトルができあがる…という RDA の構
成と常に属性の章とアクセス・ポイントの章を
見比べる必要のある NCR2018 の構成では、実
務上どちらが使いやすいか…評価は分かれそう
である。
　とはいえ、この 2 つの規則の目次を眺めるだ
けで、これまでの目録規則にはない大きな特徴
が見て取れる。過去の規則で最もページ数が多
かった書誌データの記述はセクション 2 の第 2
章だけ、RDA でもセクション 1 の第 1 章～ 4
章のみで、これ以降のセクションはすべて統制
形アクセス・ポイントの構築とその実体の関連
を扱っている。目録データベースは、一般的に
書誌と所蔵、そして典拠、この 3 つで構成され、

統制形のアクセス・ポイントの構築と実体の関
連は典拠レコード、典拠データベースがターゲ
ットとなる。これらの新しい規則では典拠デー
タベースの存在が必須の前提条件となり、「典
拠ファイルを持たない目録があるとすれば、そ
れは単なるリストであって本来ならば目録とは
呼べない ( 注 3)」という言葉が日本で再評価さ
れるかも知れない。

2．NCR2018 の音楽関係部分
　音楽作品 ( 著作 ) に関する規則は、セクショ
ン 2 の第 4 章と第 5 章、セクション 5 の第 22
章と第 23 章にわたっている。AACR2 の統一タ
イトルの規則から進化した RDA と遜色のない
構成・規模で、音楽作品に対する、古い言い方
の統一タイトル、典拠形アクセス・ポイントの
構築方法が日本の目録規則に初めて採り入れら
れた。これによって国立国会図書館の書誌レコ
ードが変わるかどうかであるが、これは目録政
策に関わる問題なので予測は難しい。ただし、
NCR2018 をフルに適用した場合の書誌データ
を想像することは可能である。事例 1 と 2 では
スコア ( 楽譜 ) に対する現行書誌データと、予
想される書誌データの対比を試みた。

事例 1　
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　現在の書誌データは印刷文字資料、つまり
図書・書籍として目録され、NCR1987 のもと
でも楽譜・スコアの第 5 章は適用されていな
いのでタイトル「タグ 245」の書き方も異なっ
ている。これは目録方針・政策の問題なので、
NCR2018 に変わっても図書として目録する方
針が変わらなければ、音楽特有の属性などは入
力せず、現在とあまり変化ないと予想される。

　予想される書誌レコード（事例 2）は、RDA
のもとで作成された同じスコアに対する OCLC
の書誌データ構造を土台に、NCR2018 の用語
に置き換えた仮想の書誌データで、両者のデー
タ量の差は 1.5 倍ほど。これは音楽の属性を記
録しているかどうかの差である。

3．著作の優先タイトル
　第 22 章に含まれる音楽作品に対する典拠形
アクセス・ポイントの構築についての規則冒
頭、22.5 では音楽の著作として認定する 4 つの
ケース、オリジナル作品、派生作品、単一作品
からの部分、複数作品の集合、を定めている。
22.5A ではアクセス・ポイントの形について規
定している。形には 2 種類あり、1 つは創作者
と優先タイトルを結合した形、もう 1 つはタイ
トル単独の形。このことは音楽カタロガーには
常識なのだが、著作のタイトルの形について、
ここまで踏み込んだ記述は日本の目録規則では
画期的とも言える。典型的な事例を 2 つあげる

（事例 3，4）。

　作品の部分に対するアクセス・ポイントの形
の例で、音楽は劇中でラウレッタ役のソプラノ
歌手が歌う短いアリア。アクセス・ポイントの
形は全体から部分へと 3 段階の階層構造になっ
ている。

事例 2　

事例 3 　   

事例 4　
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4．著作間の関連
　これまでの目録 ( 書誌・典拠データ ) は孤立
型で、関連する実体は注記する程度であった。
これに対し、RDA、NCR2018 といった新世代
の規則では、著作や表現形、個人や団体などの
実体間の関連を記述することに労力を割くよう
になっている。NCR2018 でも関連性を説明す
る短い語句 ( 付録 C1 ～ C5: 関連指示子 ) と共に
リンク相手のレコード ID またはアクセス・ポ
イント形を書き込んで関連性を示す。下記の事
例 5 ～ 10 では著作間の関連に絞り、音楽作品
の目録作業でよく遭遇するもののうち、原作と
派生、作品とその付属・付加を紹介する。

(1)　著作とその派生著作
　最初の例はモーツァルトの協奏曲とその原作

（事例 5）。バッハのソナタが原作で、モーツァ
ルトの協奏曲が派生作品。それぞれの優先形タ
イトルに、関連作品の優先形タイトルを収める。

　原作と派生作品には様々なタイプがあり、変
奏曲とその原作は典型の 1 つ。事例 6 はモーツ
ァルトのドン ジョヴァンニの劇中で、ドン ジ
ョヴァンニとツェルリーナが歌う二重唱「手を
とりあって」のメロディーを基にした変奏曲。
ここではベートーヴェンとショパンを選んだ。
原作の方には 2 つの関連が記録されている。

　着想を得た / 与えた著作の有名な例としてマ
ラルメが 1876 年に発表した詩に触発されてド
ビュッシーが 1894 年に作曲したオーケストラ
の交響詩がある（事例 7）。

　詩のテクストに音楽を付けた歌・歌曲。事例
8 はゲーテの詩に作曲した歌曲で、同じ詩にシ
ューベルト、 シューマン、ヴォルフなども作曲
している。

事例 5　

事例 6　

事例 7　
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(2) 著作の付属・付加
　歌劇と台本・リブレット、そしてリブレット
の原作の関連。事例 9 はボーマルシェの小説を
起点とするリブレット翻案とそれに作曲した歌
劇。ボーマルシェの 2 つの小説、フィガロの結
婚とセヴィーユの理髪師は筋書きが連続してい
て、セヴィーユの理髪師が先行作品、フィガロ
の結婚が続く作品。この 2 つの前後関係は関連
3 で説明されている。続編「フィガロの結婚」
はダ ポンテによってリブレットが書かれ、モー
ツァルト有名な歌劇へと繋がり、「セヴィーユ
の理髪師」には 2 つのリブレットが書かれ関連

4 のペトロセッリーニのリブレットはパイジェ
ッロの歌劇、関連 5 のステルビーニのリブレッ
トはロッシーニの有名な歌劇へと繋がる。

　協奏曲でソリストが演奏技術を披露するカデ
ンツァと本体の協奏曲との関連。事例 10 はベ
ートーヴェンのヴァイオリン協奏曲とクライス
ラーが書いたカデンツァ。

事例 8　

事例 9　
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　以上、駆け足で新しい目録規則の特徴のごく
一部分を紹介した。旧目録データがスタンドア
ローン型なのに対して、RDA、NCR2018 など
の新世代の規則の下で作成された書誌・典拠デ
ータはいわばネットワーク型である。当然なが
らこの大きな変革に対応可能な標準的目録作成
システムや OPAC などは存在しない。カタロガ
ーという人的資源の育成やソフトウェアの開発
が伴わなければ新世代の規則 RDA、NCR2018
も絵に描いた餅となる可能性も大きい。

注
1) 日本目録規則 2018 年版の本版 ( 冊子体 ) は 2018
年 12 月 25 日に日本図書館協会から出版された (ISBN 
978-4-8204-1814-6)
2) http://www.iaml.jp/20181117TohanIAML65.pdf.
3) データベースの典拠作業 : 典拠レコードとファイル
の作成・利用・維持管理および評価 / Robert H. Burger ; 
松井幸子 , 内藤衛亮共訳 . ― 丸善 , 1987.

          　　　　　　　　　  （とりうみ　けいじ）

例会傍聴記
　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　末永　理恵子
　（明治学院大学図書館付属　　

　　遠山一行記念日本近代音楽館）　　

　『日本目録規則 2018 年版』が年末の 12 月
25 日に刊行され、2019 年 1 月 7 日から pdf 版
も公開が開始されたが、これに先立つ 2018 年
11 月 17 日、本セミナー（於株式会社トーハン本
社 8 階大会議室）が開催された。2 回予定されて
いるうちの初回である。時宜を得た内容で、来
場者の多くは何らかの形で図書館の実務に関係
の深い方々だったのではないかと想像された。
　セミナーは２つの発表をメインに据えた構成
で、前半は伊藤真理氏（愛知淑徳大学）による

「近年の目録理論の変遷と背景」、後半は鳥海恵
司氏（株式会社トッカータ）による「NCR2018
と音楽資料目録」であった。
　新しい目録規則の背景には、近年のデジタル
環境の大きな変化がある。伊藤氏の発表は、そ
うしたデジタル環境の情報の作られ方から説き
起こされた。以下、概要を簡単にまとめておき
たい。筆者のような浅学な者にとっては、世界
を取り巻く情報学的な潮流のなかで NCR2018
を捉えることは、新しい目録規則を見るときの
理解の基礎となると思ったからである。
　1990 年代に普及し始め、インターネットの
中心となった WWW では、ハイパーテキスト
のシステムにより、マルチメディア情報が高度
に扱われるようになった。情報は分散してお
り、情報量の増大とともに従来の方法では検索
が難しくなる。そこで 2000 年代以降は、デー
タ同士の関係性を示して必要な情報を絞り込
みやすくするセマンティックウェブの仕組みが
考え出された。それはメタデータを用いて関係
性を示す方法をとっており、メタデータを記述

事例 10　

発表者　鳥海恵司氏　
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する枠組みとして、RDF (Resource Description 
Framework) という規格が作られ、また、あら
ゆる事物にユニークな ID である URI (Uniform 
Resource Identifier) を付与して HTTP 経由で参
照できるようにし、URI 同士の関連をリンクで
示す、Linked Data の技術が導入されている。
　 書 誌 に つ い て も セ マ ン テ ィ ッ ク ウ ェ ブ
と 同 様 の 考 え の 上 に 立 っ て、Bibliographic 
relationships が 注 目 さ れ る よ う に な り、 国
際 図 書 館 連 盟 (IFLA) が 1997 年 に 発 表 し た
書 誌 レ コ ー ド の 機 能 要 件（FRBR=Functional 
Requirements for Bibliographic Records）へと
つながる。利用者の視点から見た実体 - 関連モ
デルを適用して書誌レコードの機能を検討する
という概念で、電子資料の普及が進んで、従来
のようなメディアごとの書誌作成では利便性を
欠くため、新たなモデルが希求されたのであろ
う。目録規則もこれに則って作られることとな
る。FRBR では、実体は 3 つのグループに分け
られ、第 1 グループ「WEMI」は、著作（work, 
抽象的なもの）、表現形（expression, 抽象的な
もの）、体現形（manifestation, 有形のもの）、
個別資料（item, コピーの一つ一つ）の４つの
実体から成る。これが、第 2 グループ「責任」（個
人、家族、団体）、第 3 グループ「主題」（概念、
物、出来事、場所）ととともに分析の要素となる。
　FRBR は RDA（Resource Description and 
Access）に取り入れられているが、今回、RDA
の日本語版でなく NCR2018 が作成された。日
本の出版状況と NCR1987 年版への配慮による
も の だ が、NCR2018 も FRBR に 準 拠 し、RDA
との互換性をもっていることが大きな特徴とい
える。
　鳥海氏の発表では、NCR2018 の概要と音楽
関係部分の解説、NCR2018 を適用した場合の
国立国会図書館（以下、NDL) の音楽資料の書
誌データ予想、音楽作品の典拠形に関する説明
が豊富な実例を交えて行われた。

　 ま ず、NCR2018 予 備 版 と RDA の 目 次 の 比
較、および NCR2018 の実体関連図と IFLA LRM 
(Library Reference Model) の実体関連図の比較
によって、RDA との異同が解説された。次に
実体関連図の著作・表現形・体現形・個別資料
のそれぞれが、MARC のなかではどれにあたる
のか、音楽作品の目録を例に取って示された。
続いて紹介されたのは NCR2018 の音楽関係部
分の見出しの抜き書きで、一見しただけでかな
り詳細にわたって規則が定められているであろ
うと想像された。RDA と比べても遜色のない
構成・規模となっており、日本の目録規則史上
で初めて、音楽作品の典拠形アクセスポイント

（統一タイトル）の構築法が取り入れられたと
のことであった。
　そしていよいよ、NDL の音楽資料の書誌レ
コードが、新しい規則を適用するとどうなる
か、予想形が提示された。楽譜をこれまでのよ
うに図書とみなしてレコード作成するか、ある
いは楽譜として作成するかによって変わってく
る、ということで、どのような方針を採るかに
かかっているが、NCR1987 で作成された、現
在公開中の図書扱いの楽譜のデータの例を鳥海
氏が NCR2018 を適用して楽譜として作り直す
と、情報量が圧倒的に多いものとなった。作業
は大変だと思われるが、利用者の視点で考えれ
ばこちらの方が有り難いに違いない。
　さらに NCR2018 が画期的である特徴の一つ、

参加者からのコメント　
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音楽作品の典拠形アクセスポイントについての
解説があった。NCR2018 の第 22 章「著作」の
なかの、22.5「音楽作品に対する典拠形アクセ
ス・ポイントの構築」と 22.5A「典拠形アクセス・
ポイントの形」である。22.5A はアクセスポイ
ントの優先形についての規定で、「優先タイト
ルと創作者（作曲者、編曲者）に対する典拠形
アクセス・ポイントを結合した例と、優先タイ
トル単独の形とがある」とされる。これらは実
例を交えての解説があり、後者については、創
作者が不明な作品などの場合に適用されるもの
で、バッハ作とされてきた「小前奏曲とフーガ」
BWV553-560 のように、研究の成果でバッハの
作品ではないと見なすのが一般的になると、ア
クセスポイントの形が変わることもあるとのこ
とであった。最後に、著作間の関連—著作の
派生、著作の付属・付加、著作の全体・部分
—についての説明が行われた。関連著作につ
いては、逐一書誌データに記述されてアクセス
ポイントとなり、また利用者がそれらの関連を
知らなかった場合、新たな情報を得ることにも
なろう。しめくくりに、RDA に基づくデータ
の実例として、トッカータ社の書誌レコードが
映写され、細かい解説があった。
　セミナーの最後に、司会の田島克実氏から指
名された、京セラ、サン・データ・センター、
丸善雄松堂の方々が感想を述べたほか、最近ま
で目録委員を務められた古川肇氏による補足説
明もあった。RDA が改訂され、年末に新版が
出るとのことで、「ゴールポストが退いた」と
表現されたのが印象深かったが、その変更の要
点を伺うことができた。
　伊東辰彦支部長が閉会挨拶で述べたように、
IAML 日本支部やその周辺、そして更にその外
側の方々とも広く情報を共有しあっていくこと
は大切なことと思う。第 2 回の NCR2018 セミ
ナーとともに今後の例会にも期待したい。
 　　　　　　　　　　　　（すえなが　りえこ）

【寄稿】

「ミュージック・アーカイブズ」を考える

                                        　            那須　聡子　　

　　　　　　　 ( 学習院大学大学院人文科学研究科）

1. はじめに
　本原稿は、学習院大学大学院人文科学研究科
アーカイブズ学専攻博士前期課程で課されてい
るアーカイブズ実習の成果に基づく。本実習
は、執筆者の希望でフランス国立図書館音楽部
門個人所有資料収集課 Service des Collections 
Patrimoniales du Département de la Musique à 
la Bibliothothèque nationale de France（ 以 下、
BnF-Mus）にて、当該部門所蔵アーカイブズ資
料全体の管理責任者マリー＝ガブリエル・ソレ
Marie-Gabrielle Soret 氏のご指導のもと、38 日
間（2018/11/5~12/28）の日程で「ミュージッ
ク・アーカイブズ資料の取り扱い Traitement 
des archives musicales」を課題に行われた。
　BnF-Mus では主にフランス人音楽家の個人資
料 Archives personnelles を、その規模や資料提
供者の知名度を問わず定期的に受入れており、
現在 503 の資料群を管理し、公開に向けた整理
作業を日々進めていている。
　本稿で用いる「Music Archives」という語は、
IAML の 主 要 部 局 の 一 つ「Archives and Music 
Documentation Centres」内で用いられている。
本実習を通して、一般的なアーカイブズ学と
Music Archives の関係性と特徴を BnF-Mus の取
組みを事例として考えていきたい。

2. 用語
(1) アーカイブズ
　この語が意味する範囲は国や地域、社会的状
況によって差異がある。日本では「資料」を指
す意味において「歴史的価値を持った文書」や

「市民の起源や活動を証明する文書」という意味
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　資料の単位での把握や散逸、破損、汚損から
守る目的で、資料群は一点や単位ごとに装備し
たのち、箱に入れて保管する。
BnF-Mus では資料を出庫する職員や収蔵スペー
スを考慮して、資料の媒体、サイズ、種類ごと
に分類して保管している。自筆譜や書簡など特
に重要だと判断された資料は、一般書庫よりも
低温低湿の保管庫に収められる。個人資料は作
成者が今後残されることや第三者に公開される
ことを意図せずに作成された資料群であるとの
理由で制限されうるが、BnF-Mus では音楽活動
は公の活動と判断し、それとは関係のない金銭、
病気、個人のプライバシーに関わる資料とは分
けて管理している（注 3） 。
(3) 利用
　アーカイブズ資料は利用されてこそ、その資
料の存在意義を示すことができる、といわれる。
資料情報の公開方法や利用者への資料提供の課
題は、資料所蔵館の判断が求められる。しかし、
長期的な資料整理作業と利活用の可能性を考慮
すると、随時更新可能な検索システムが理想的
で、利用者が膨大な資料群から目的の資料を見
つけられるように配慮することが求められる。
　BnF-Mus では、主題からも検索できたほうが
よいとの理由で、アーカイブズ資料検索システ
ムと一般資料検索システムを併用している。資
料の提供は、代替物のほうが資料への負担がな
く、出庫や提供も素早くでき、さらには安全性
も確保できる。だが、諸事情により現物を閲覧
提供する際は、管理者が利用者の手元を把握で
きる場所で行っている。

4． まとめ
　本実習ではアーカイブズの一般的な考え方と
収集から利用までの流れ、継続的な管理方法、
ミュージック・アーカイブズの特殊性を実感す
ることができた。基本的な考え方は一般的なア
ーカイブズ資料も音楽領域のそれも変わらない
が、二領域の融合を目指す当該領域には、音楽

を含んで「史料」や「古文書 ( こもんじょ )」「行
政文書」「記録文書」という訳語が用いられたが、
近年は「アーカイブズ」と表記する （注 1）。
　国際アーカイブズ評議会 International Council 
on Archives (ICA) ( 注 2） が提供する多言語用語
集でフランス語圏を対象に調べると、「Archives」
とは、資料の素材や形態、媒体などを問わず、
個人や組織が活動を行う中で作成され、受取ら
れてきた資料のまとまりを示していることがわ
かる 。
(2) ミュージック・アーカイブズ
　音楽領域のアーカイブズもまた、一般的なア
ーカイブズの定義を適用している。これまでの
IAML での傾向から、作曲家、演奏家、音楽愛好
家、楽器製作者、出版社、音楽に関わる団体や
組織、機関等の所有資料、地域の音楽というよ
うに、その資料調査対象は幅広い。資料の種類
も手稿譜、自筆譜、スケッチ、書簡、手帳、執
筆原稿、写真、賞状、演奏会プログラム、作曲
委嘱や演奏依頼に関する契約書、その他記録メ
ディア、書込みのある図書・出版譜、視聴覚資料、
モノ（楽器など）というように、対象人物や組
織の活動を伺うことができる資料を包括してい
る。

3. 作業過程
(1) 収集と整理
　アーカイブズ学では資料群が「誰によって何
のために作成され、どこで蓄積されてきたのか」
を問う「出所の原則 Respects des fonds」を基
礎としながら整理作業を行う。
　個人のアーカイブズ資料は多量で複雑である
ことから、BnF-Mus では資料の所在確認から資
料の作成者、所有者、権限の所在を調査し、資
料のクリーニング矢修復、補修を行う優先順位
を考える。受入れ後は資料群に含まれている資
料を概観したのち、公開後の利活用の可能性が
高いものから順に整理作業を行っている。
(2) 保管・管理
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領域の知識や研究動向の把握、そして常に利用
者への情報提供と資料管理への意識が求められ
ている。

謝辞
　この度の実習を受入れて頂きましたフランス
国立図書館音楽部門とご指導くださったマリー
＝ガブリエル・ソレ氏、そして日頃よりお力添
えを頂いております IAML 日本支部の先生方に
心より感謝申し上げます。

注
1）フランスでは Fonds と Archives は同義で使用され
るが、Archives は組織資料に、Fonds は個人資料に、
さらに Papiers は文筆家資料にあてる傾向がある。ア
ーカイブズは一点だけでは存在しえないことから、通
常複数形で表す。一方、単数形「Archive」は資料を管
理するシステムや一つにまとめられた状態の資料群を
指すことがある。なお、「コレクション Collection(s)」
という語も上記の語義での資料群にあてられているの
をしばしば認めるが、この語はあるテーマのもとで人
為的に取捨選択され集められたものを指すことから、

「アーカイブズ」とは本質的に異なる。
2）アーカイブズに関わる事項の国際的動向を把握し、
アーカイブズ資料を所有する機関や関連団体、個人に
情報を提供するとともに、それらに関わる国際標準を
設定している。IAML と ICA は協力組織の関係にある。
3）当該事項は国により定めが異なるため、資料の提
供や利用、管理には特に注意が必要である。
　　　　　　　　　　　　　　　　（なす　さとこ）

　

事務局

         だ
より 

日本支部総会・例会のご案内
　 2 0 1 9 年 度 の 総 会 と 例 会 は 下 記 の 日
程 で 開 催 さ れ ま す 。 例 会 は 4 0 周 年 記
念 を テ ー マ と し て い ま す 。 ぜ ひ ご 参
加 く だ さ い 。
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日 時 　 6  月 1 5  日（ 土 ）
会 場 　 愛 知 淑 徳 大 学 星 が 丘 キャン パ ス

【 総 会 】 1 3 時 ～ 1 4 時
 議 事   1 .  2 0 1 8  年 度 活 動 報 告 、 決 算
　 　 　 2 .  2 0 1 9  年 度 活 動 計 画 、 予 算  ほ か

【 例 会 】 14 時 半 ～ 1 6 時 半
  「 日 本 支 部 設 立 4 0  周 年 記 念 」
   基 調 講 演 　 岸 本 宏 子 氏
   パ ネ ル ディス カッション（ パ ネリスト 調 整 中 ）
 例 会 後 、 近 隣 に て 懇 親 会 を 予 定して い ま す。

クラクフ国際大会および大会初参加者
のための補助金
　2019 年 IAML 国際大会は、7 月 14 日（日）
～ 19 日（金）にポーランドクラクフ市 で開催
されます。これに合わせて日本支部では、国際
大会にはじめて参加する個人会員（図書館等
職員並びに非常勤講師等の研究者）および団
体会員の各機関所属メンバーに対し、補助金
制度を設けており、現在募集中です。応募締
切は 4 月 30 日。詳細は、支部まで電子メール

（iamljp@j07.itscom.net）でお問合せください。

『日本目録規則 2018 年版』刊行
　2018 年 12 月 25 日に冊子体が刊行されまし
た。2019 年 1 月 7 日には PDF 版も公開され
ています。本版では、付録の追加や用語の増
補などが行われています。


